
Ⅰ．�関連意匠制度（類似意匠制度）の
歴史的概観

　以下、自己の登録意匠に類似する意匠の保護に関
する、我が国の制度を概観する。検討の観点は、①
制度趣旨がどのように解されていたか、②登録要件
のうちどの規定の例外として保護されたか、③類似
意匠及び関連意匠の意匠権の効力はどのように解さ
れていたかである。

1．明治21年（1888年）意匠条例
　明治21年意匠条例においては、「類似意匠」や「関
連意匠」のような、自己の意匠に類似する意匠につ
いての特別規定はない。「類似」の文言は、先願の
規定にあるが、二人以上同一又は類似意匠の登録を
出願する者があるときは願書日付の先のものを登録
し、日付が同じものは共に登録せずとされていた（ 8
条）。ただし、出願人協議の上連名で出願するとき
又はその出願を取消す者があり出願者が一人となっ
たときはこの限にあらず（ 8 条ただし書）とされて
おり、同一人の出願については先願の規定が適用さ
れず、自己の先願意匠に類似する後願意匠及び同日
出願意匠は登録されていた＊1。明治21年意匠条例に
おいては、意匠権の効力は登録意匠にしか及ばな
かったので（ 1 条）、登録を受けた場合でも先願意
匠と後願意匠の意匠権は重複する部分はなく、類似
意匠制度や関連意匠制度にあるような権利期間や権
利移転等についての制限は必要なかった。
　したがって、意匠権の効力範囲は同一の意匠だけ
であったため、自己の意匠に類似する意匠は、先願
の規定の例外として、通常の意匠権と同等の保護を
受けることができたのである。
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2．明治32年（1899年）意匠法
　明治21年意匠条例が先願の例外として自己の意匠
に類似する意匠を保護していたのに対し、明治32年
意匠法からは、自己の登録意匠が登録された後でも、
新規性の例外として「類似意匠」の登録を受けるこ
とができるとされた。すなわち、原則として、意匠
登録出願前公に知られ又は公に用いられたもの、若
しくはこれと類似するものは意匠の登録を受けるこ
とができないが、自己の登録意匠と類似するものは
この限にあらずとされた（ 2 条 3 項）。したがって、
自己の登録意匠と類似する意匠も登録を受け、これ
を「専用すること」が可能であり（ 1 条）、「意匠専
用権」として扱われた。
　なお、他人の登録意匠を「摸擬する」ことは侵害
であり（17条）、保護の範囲が登録意匠そのものか
らやや拡大した。それゆえ、類似意匠の専用年限は
原意匠の有効年限に伴うと規定され（ 3 条）、また、
類似意匠を所有する者は類似意匠と共に譲渡等する
ことが必要である（ 6 条）。だが、このような随伴
性とともに独立性があり、類似意匠は原意匠に対し
て独立する幅を有すると解されていた＊2。
　なお、明治42年法から規定される類似意匠の意匠
権が原意匠（本意匠）の意匠権と合体する旨の規定
はまだなく、類似意匠のみに類似する意匠は登録を
受けることができない旨の規定もない。したがって、
明治32年法で創設された、類似意匠制度においては、
類似意匠も「原意匠」となり得たと解され、実務上
もこのような扱いをしていた＊3。
　以上のように、明治32年意匠法における当初の類
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似意匠登録制度は、新規性の例外として類似意匠を
登録し、類似意匠そのものを意匠権として保護する
ことを目的としたものであった。
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3．明治42年意匠法
　明治42年法でも、新規性の例外として類似意匠を
保護するのであるが、自己の登録意匠のみに類似す
るものは新規とみなすと規定され、「自己の登録意
匠のみに類似するもの」という限定がつけられた（ 3
条）。そして、類似意匠の意匠権は最先に発生した
意匠権（本意匠の意匠権）に「合体」すると規定さ
れた（ 8 条）。以上の規定から、類似意匠のみに類
似する意匠は意匠登録を受けることができなくなっ
たと思われる。
　明治42年法では、他人の登録意匠と同一若しくは
類似の意匠を業として同一の物品に応用することが
侵害と規定され（24条）、意匠権の禁止的効力が登
録意匠に類似する意匠にまで及ぶことが明記され
た。明治42年意匠法の解説では、合体によって「原
意匠が其幅員を擴張したるものなり」とされており、
本意匠と類似意匠の意匠権が合体した権利範囲は類
似意匠の意匠権の分だけ拡張すると解される＊4。
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4．大正10年意匠法
　大正10年意匠法は、明治42年意匠法の規定と大き
な変更はない。自己の登録意匠のみに類似するもの
は新規なるものとみなされ（ 3 条）、自己の登録意
匠に類似する意匠（類似意匠）の意匠権は最先に発
生した意匠権と合体することとされ（ 8 条）、他人
の登録意匠に係る物品と類似の物品を業として製作
等することは侵害とされた（26条）。
　しかし、制度趣旨の解釈については学説が分かれ
てくる。すなわち、①類似登録意匠は保護意匠の性
質を有すると解する、拡張説＊5、②類似意匠は原意
匠の権利範囲を確認するものに外ならずと解する、

確認説＊6に分かれてきた。
　裁判例では、審決取消訴訟であるが、東京高判昭
和33・ 7 ・ 3 〔装身具用下げ飾〕昭和32（行ナ）30

（取消判集昭和23～33年1405頁）は、「類似意匠も、
意匠の一として、……他の一般の意匠と、その登録
の要件及び登録された場合の効力において、何等異
なるものとは解されない」と説示している。またそ
の上告審（最判昭和35・ 4 ・21昭和33（オ）817民
集14巻 6 号974頁）でも、「自己の登録意匠のみに類
似するというだけでは新規性を失わないものとする
ことによって、いわば原意匠の外延を拡張してその
保護を強化したに過ぎないものである」と判示され
ている。その他に類似意匠の意匠権について明記し
た判決はあまりない。
　しかし、学説は分かれており、類似意匠の登録に
よって意匠権の効力範囲が拡張されるとする説と効
力範囲を確認するに止るとする両説があった。昭和
25年から32年の工業所有権制度改正審議会の初期に
作成された「意匠法の改正に関して問題となるべき
事項」においても、「第 8 条第 3 項の「合体」の文
字の意味を明にすること」が問題として挙げられて
いる＊7。また、昭和34年の「改正に際しては「合体」
の文言を用いるようであるが、「定義」を設けられ
ることが必要であり、そうすることにおいて類似意
匠制度の目的をも明白にさせる一助となる」と指摘
されていた＊8。
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5．昭和34年意匠法
　昭和34年法改正では、意匠権の効力について、登
録意匠に類似する意匠まで実施をする権利を専有す
るとされ（23条）、禁止権であった範囲も専用権と
して構成された。しかし、類似意匠の規定について
は、大正10年法の規定をそのまま引き継ぎ、「合体」
の意義も明確にされなかった。類似意匠制度の解釈
問題は、そのまま持ち越されたのである＊9。
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　そして、昭和34年意匠法の類似意匠制度について
は、その制度趣旨、類似意匠権の効力及び類似意匠
の登録要件について、拡張説と確認説がさらに鋭く
対立することとなった。この解釈を巡る主な論文だ
けでも優に50件を超えるほどである。したがって、
類似意匠に基づく侵害の成否が訴訟の対象となるか
否かについても学説が分かれていた＊10。裁判例と
しては類似意匠に確認的効果しか認めないものがほ
とんどであるが、類似意匠の意匠権に独自の効力範
囲を認めた裁判例もあり＊11、審決取消訴訟では、「類
似意匠の意匠権は同法23条によりそれに類似する意
匠について効力が及び」と判示したものもあっ
た＊12。したがって、類似意匠の意匠権に独自の効
力範囲がなく保護が十分ではなかっただけではな
く、類似意匠の意匠権の効力、及び類似意匠の登録
要件の解釈が確定せず、その制度運用が不安定なも
のとなっていたのである。なお、平成10年改正後も、
改正前の類似意匠制度に関する学説は分かれてい
る＊13。
ˎ Ā ɹ ݉ ๏ݖॴ༗ۀ޻Ұɾછ野ٛ৴ʰࢠ （ɦ೔ຊධ࿦৽ࣾ ত࿨úü）

ýúýทɻ
ˎø÷ɹ Ҫ্༝ཬࢠʮྨࣅҙঊのొ࿥ཁ݅ʕʮఱҪ༻ຒࠐみ౮ʯ݅ࣄʯ

δϡϦεトNo�ø÷Āø（øĀĀý）ùùýทɻ
ˎøøɹ ઍ༿஍ܾত࿨üüɾ ø ɾùÿʤखఏାʥত࿨üù（Ϥ）ùüú（ಛ

ۀاとڐ No�øþ÷ üøท）ɺ෱Ҫ஍൑ত࿨üĀɾ û ɾùþʤίϯΫ
ϦʔトブϩοΫʥত࿨üû（ϫ）ùùþ（൑޻ʦୈᶗظ൛ʧ（øüú）
ùüÿüÿʕÿùüท）ɻ

ˎøùɹ ౦ژ高൑ত࿨üĀɾ Ā ɾøþʤ୺ࢠ൫ʥত࿨üÿ（ߦέ）ùúù（ແ
ମूྫ࢈ࡒøýר ú ߸üĀúทɾ࣌ใøøúĀ߸øøúท）ɻ

ˎøúɹ ྫ ͑͹ɺ田ଜળ೭ʰ஌త࢈ࡒ๏ʦ ü ൛ʧɦ ͸֦ுઆをɺ஛
田ູʰ஌తݖ࢈ࡒ৵֐ཁ࿦ɹಛڐɾҙঊɾ঎ඪʦ ü ൛ʧɦ
ýúþท͸֬ೝઆを࣋ࢧしていΔɻ

6．平成10年改正関連意匠制度（関連意匠制度の
趣旨）

1）関連意匠制度の概要
　平成10年改正により、類似意匠制度を廃止し関連
意匠制度が導入された。関連意匠制度の趣旨はバリ
エーションの意匠の保護であり、関連意匠の意匠権
は独自の効力範囲を有することが明確になった＊14。
しかし、平成10年改正の関連意匠制度は、同日出願
の先願規定（意 9 条 2 項）の例外としてのみ、自己
の登録意匠に類似する意匠を保護するもので、出願

時期については限定的であり、バリエーションの意
匠の保護が十分ではなかった。その後平成18年改正
によって、同日出願（意 9 条 2 項）のみならず異日
出願の先願規定（意 9 条 1 項）の例外として、自己
の登録意匠に類似する意匠を後日出願についても保
護することとなり、「同じコンセプトにより同時期
に創作されたバリエーションの意匠の保護」が拡充
されることになる。
　関連意匠制度は、関連意匠について意匠権を発生
させ保護することを目的としており、本意匠の権利
範囲を確認するという目的はなくなった。とはいえ、
関連意匠は、本意匠と類似する意匠であることが登
録要件となっているので、結果的に、本意匠と関連
意匠とが類似することを確認する効果（類似範囲確
認効果）がある。侵害訴訟でも、類否判断において
関連意匠を参酌して判断した裁判例もある＊15。し
かし、原則としては、関連意匠の登録は、その本意
匠と類似することを客観的に確定するものではな
く、なんら拘束力を有しない。すなわち、裁判例が
述べるように、「特許庁の審査例（判断）に不適切
なものがないとまでは断定できないし、そもそも意
匠権侵害訴訟において、当該意匠権の効力が侵害対
象にまで及ぶものかを判断するに当たって、裁判所
は、当該意匠分野における意匠登録出願に対する特
許庁の審査例（判断）に拘束されるものではない」
のである＊16。特許庁の審査例（判断）は、適切な
類否判断であれば、それが裁判所で参酌されるに止
まるものである。また、審査結果についてこのよう
に解釈すべきであることの大前提として、登録意匠
の権利範囲（類似範囲）は出願時を基準として観念
的に定まっており変動しないとの原則があると思わ
れる＊17。したがって、関連意匠制度の類似範囲確
認効果は、あくまでも副次的なものである＊18。
　原則としては以上のとおりであるが、関連意匠と
して登録されるという事実は、審査・特許庁の判断
を客観的に示すものであり、意匠事件の場面では類
否判断の重要な指針であり基準となっている。適切
な審査判断は、類否判断の実務上に必要不可欠なも
のとなっており、裁判等の場において重要な参考資
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料となるといえよう。

ˎøûɹ 関࿈ҙঊのҙঊݖ৵֐をೝΊたࡋ൑ྫとしてɺ౦ژ஍൑ฏ
੒ùþɾ ù ɾùýʤମॏଌఆث෇ମ૊੒ଌఆثʥฏ੒ùû（ϫ）
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ˎøüɹ 大 ࡕ ஍ ൑ ฏ ੒øýɾ þ ɾøüʤ ༌ ӷ ό ο ά ʥ ฏ ੒øû（ ϫ ）
ÿþýüɺ大ࡕ高൑ฏ੒øþɾ þ ɾùÿʤ༌ӷόοάʥฏ੒øý（ω）
ùüĀĀɺ ౦ ژ ஍ ൑ ฏ ੒øĀɾ ú ɾùúʤ औ ು ʥ ฏ ੒øý（ ϫ ）
ùûýùýɻ·たɺ౦ژ஍൑ฏ੒ùþɾøøɾùýʤಓ࿏ڮಓ࿏෯һ
֦ு༻ுग़しࡐ ø ৹ʥฏ੒ùý（ϫ）øûüĀ͸ɺʮཁ෦͸྆ऀ
Ͱڞ௨͢Δ෦分Ͱ͋Δと͑ߟらΕΔと͜Ζɺલ໘ଆのಛ௃
͸ʜ֓Ͷڞ௨͢Δとい͑Δɻʯとड़΂Δɻし͔しҰํɺ大
஍൑ฏ੒ùùɾøùɾøýʤ長ฑ᭔ʥฏ੒ùù（ϫ）ûþþ÷͸ɺʮྨࡕ
ҙࣅҙঊ͕ొ࿥͞ΕていΔ৔߹においてɺొ࿥ҙঊとྨࣅ
ঊのڞ௨఺͸ཁ෦をਪೝͤ͞ΔࠜڌとなΓಘΔ͕ɺྨࣅҙ
ঊとのڞ௨఺し͔ཁ෦たΓಘないとい͏΋のͰ͸ないʯと
ड़΂Δɻ౦ژ஍൑ত࿨ûÿɾüɾùüʤࣗಈೋྠंʥত࿨ûú（ϫ）
øøúÿü（ແମू ü ר ø ߸øùÿท）を͸͡Ίとしてຊҙঊとྨ
൑ࡋྉ͔らআ֎したࢿҙঊ΍関࿈ҙঊを൑அࣅしないྨࣅ
ྫ΋͋Δɻ

ˎøýɹ 大ࡕ高൑ฏ੒øþɾ Ā ɾøüʤচଋʥฏ੒øþ（ω）üþ÷ɻಉࢫ
高൑ฏ੒øùɾࡕ൑ྫとしてɺ大ࡋ ù ɾùúʤ༌ӷ༰ث ù ৹ʥ
ฏ੒ø÷（ω）úøü÷ٴͼ大ࡕ஍൑ฏ੒øÿɾ ø ɾøþʤख͔͛͞
͝ ø ৹ʥฏ੒øý（ϫ）øûúüü͕͋Δɻ

ˎøþɹ ౦ژ஍൑ฏ੒ Ā ɾ ø ɾùûʤࣗ૸ࣜΫϨʔϯʥฏ੒ ü （ϫ）
úĀýý（஌ूࡒùĀר ø ߸ ø ท）͸ɺʮ֤ྨࣅҙঊを参ߟに͢
΂͖͜と͸໪࿦Ͱ͋Δ͕ɺʜຊ݅ҙঊのཁ෦ٴͼྨࣅのൣ
ғ͸ɺຊ݅ҙঊ͕ग़͞ئΕた࣌఺Ͱ؍೦తにఆ·ͬていΔ
のͰ͋Γɺຊ݅ҙঊग़ެޙئ஌となΓɺྨࣅҙঊのग़ئに
ઌ͢ߦΔҙঊのଘ൱に͔͔ΘらͣҰఆͰ͋Δʯとड़΂Δɻ
౦ژ高൑ฏ੒øúɾ ÿ ɾùĀʤंށ༻Ϩʔϧࡐʥฏ੒øú（ߦέ）
øúٴͼ౦ژ高൑ฏ੒øüɾ ý ɾú÷ʤ͔いΖʥฏ੒øü（ߦέ）
úÿ΋ɺʮແޮཧ༝の͋Δྨࣅҙঊొ࿥にΑΓຊҙঊのྨࣅ
ൣғ͕มಈ͢ΔΘ͚Ͱ͸ないɻʯとड़΂Δɻ

ˎøÿɹ 関࿈ҙঊの参ऌにͭいてৄࡉ͸ɺകᖒमʮҙঊ๏の໰୊ݍ
（ùþ）ʯ%ES*GN 13OTE$T No�øúù（ù÷ùø）øÿทҎԼ参照ɻ

2）類似意匠制度の廃止と関連意匠制度の創設
　関連意匠制度は、「同じコンセプトにより同時期
に創作されたバリエーションの意匠」について、そ
のバリエーションの意匠は「創作の観点からは同等
の価値を有するもの」であるとの認識に基づき、その
十分な保護を実現することを目的とし導入された。
　平成10年改正前の類似意匠制度においては、類似
意匠の意匠権に独自の効力範囲がなく、バリエー
ションの意匠の保護が十分ではないという問題が
あった。すなわち、侵害訴訟では、類似意匠は本意
匠の効力範囲を定める際に参酌されるものに止まっ
ており、類似意匠に基づく侵害の成否は訴訟の対象
とならず、本意匠の意匠権の侵害の成否としてのみ

訴訟が進められ、類似意匠として登録されたバリ
エーションの意匠を的確に保護するものとはなって
いなかったことが指摘されていた。
　以上のような状況を踏まえて、同じコンセプトか
ら同時期に創作されたバリエーションの意匠につい
ては、同日に同一出願人から出願された場合に限り、
同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠
について権利行使することを可能とする関連意匠制
度が創設された。この類似意匠制度から関連意匠制
度への改正の要点は、関連意匠の意匠権について、
本意匠の意匠権と同様に関連意匠に類似する意匠に
まで効力が及ぶとされたこと、すなわち関連意匠の
意匠権は独自の効力範囲を有するとされたことであ
る。この改正によって、類似意匠制度にあったよう
な、類似意匠の権利の効力範囲や登録要件について
の解釈の混乱はなくなった。
　関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と同様に関
連意匠に類似する意匠にまで効力が及ぶとされた。
そうすると、本意匠と関連意匠は類似する意匠であ
るから、両意匠権は、その「意匠権のうち登録意匠
に係る部分」が相互に類似するものであり、効力範
囲の過半が重複する関係にある（26条 1 項参照）。
したがって、このような著しい権利の重複に伴う弊
害が生じないよう、①本意匠と同一出願人で、②同
日出願の場合にのみ関連意匠について意匠登録を受
けることができ（10条 1 項）、③関連意匠にのみ類
似する意匠については、意匠登録を受けることがで
きないとされた（10条 2 項）。また、④設定の登録
が本意匠の後日になった関連意匠の意匠権でも、そ
の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の
日から15年をもって終了する（存続期間の満了に伴
い消滅する。）（21条 2 項）。そして、⑤本意匠及び
その関連意匠の意匠権を移転する場合は同一の者に
対して一括して移転しなければならず（22条 1 項）、
また、専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠
の意匠権について、同一の者に対して同時に設定し
なければならないとされた（27条 1 項ただし書）。
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3）関連意匠を同日出願に限った理由
　平成10年改正関連意匠制度においては、同日出願
に限り関連意匠について意匠登録を受けることがで
きるとされていたが、平成18年改正によって、関連
意匠の出願が本意匠の意匠公報発行日前まで認めら
れるようになる。平成10年改正において同日出願に
限っていた理由は、第一に、同じコンセプトから同
時期に創作されたバリエーション意匠を保護すると
いう制度趣旨をふまえ、「同時期」すなわち「同日
出願」に限ったこと、第二に、後日出願を認めると、
類似する他人の出願意匠や公知意匠が介在し、関連
意匠との間で抵触する可能性が高まり、第三者の監
視負担の増加や権利抵触による紛争の増加が懸念さ
れること＊19、そして、第三に、審査負担の軽減が
考えられる＊20。
　第一の理由は、同時期に創作された意匠を保護す
るという制度趣旨に基づくが、同時期についてそれ
を同日出願に限るのはやや限定的すぎる感があっ
た。なお、平成10年改正前の類似意匠制度のときに
も、実際に製品化される意匠は類似意匠として出願
したものとなることがあり、侵害問題が発生する意
匠は製品化された類似意匠である場合が多いのが実
状といわれていた＊21。
　第二の理由において、懸念される事態とは、類似
意匠制度の時代によくあった出願方法をイメージし
たものと思われる。すなわち、本意匠に類似する可
能性がある第三者の実施意匠を発見した場合に、そ
の被疑侵害意匠と同一の意匠について類似意匠出願
して、本意匠との類否を確認しようとする出願方法
である＊22。そして、類似意匠制度については確認
説と拡張説の対立があり、類似意匠の意匠権の効力
が曖昧で、登録要件の解釈運用にも混乱を招いてい
たことから、「第三者の監視負担の増加や権利抵触
による紛争」等の事態も生じていた。しかし、関連
意匠制度においては関連意匠の意匠権の効力が関連
意匠に類似する意匠にまで及ぶことは明らかであ
り、「類似する他人の出願意匠や公知意匠」が本意
匠出願後で関連意匠出願前に存在する場合は、意匠
法 3 条又は 9 条の規定により関連意匠の意匠登録は

受けることができないことも明白である。そうする
と、関連意匠の後日出願を認めたとしても、「第三
者の監視負担や権利抵触による紛争」等の問題は、
類似意匠制度の時代ほど大きな問題ではないといえ
よう。
　第三の、審査負担の軽減という観点は、平成10年
改正の検討経過において常に重視されていたもので
あり、検討の方向は「早期保護の観点から審査負担
にならない制度」であった＊23。平成10年当時は審
査期間の長期化が問題となっており、部分意匠の導
入により出願増も予想されたのである。しかし、審
査処理が早期化した平成18年時点では、この審査負
担の問題はほとんどなくなったといえよう。

ˎøĀɹ஛田લ掲（ˎøú）ýûøทɻ
ˎù÷ɹ田ଜલ掲（ˎøú）úþĀทɻ
ˎùøɹ ҙঊ੍౓ラウϯυςʔブϧใࠂॻʰັྗ͋Δҙঊ੍౓の֬

ཱに͚޲て （ɦฏ੒ þ ）ɾಛڐிҙঊ՝ʰҙঊ੍౓͜のø÷೥
のาみ （ɦฏ੒øø）ùüทɻ

ˎùùɹ ౦ژ஍൑ฏ੒ Āɾøɾùûʤࣗ૸ࣜΫϨʔϯ ø ৹ʥฏ੒ ü （ϫ）
úĀýýɺ౦ژ高൑ฏ੒ø÷ɾ ý ɾøÿʤࣗ૸ࣜΫϨʔϯ ù ৹ʥฏ
੒ Ā （ω）û÷û（൑ྫ࣌ใøýýü߸Āûทɺฏౢཽଠʮҙঊの
ཁ෦ೝఆ（ø）ô৽نな૑࡞෦分ʤࣗ૸ࣜΫϨʔϯʥʯผ࡭δϡ
Ϧεト No�øÿÿ ঎ඪҙঊෆڝ๏൑ྫඦબ（ù÷÷þ）ø÷ûทɻ）ɻ

ˎùúɹલ掲（ˎùø）h ҙঊ੍౓͜のø÷೥のาみʱùĀทɻ

7．平成18年改正関連意匠制度
1）関連意匠の出願時期緩和
　平成18年改正では、意匠法第10条第 1 項を改正し、
これまで同日出願の場合にのみ登録が認められてい
た関連意匠について、本意匠の公報発行の前日まで
に出願された場合も登録を認めることとなった。
　平成10年に新設された関連意匠制度については、
改正当初から、関連意匠の出願時期を「同日出願」
に限った点に問題が指摘されていた＊24。すなわち、
①デザイン開発においては、開発当初からすべての
バリエーションを創作するとは限らず、追加的にデ
ザイン・バリエーションを開発する等、デザイン戦
略がより機動化・多様化しつつあるという、デザイ
ン開発の実態、及び②デザイン・バリエーションの
すべてについての図面等を同日出願時に準備するこ
とはデザイン開発実態と合致しないという問題が
あったのである。このため、デザイン戦略の多様性・
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柔軟性への対応を図る上では、一定期間後日出願に
係る関連意匠の登録を認める必要があるとの認識で
平成18年の改正がおこなわれた＊25。
　また、これらの必要性に比して、上記の同日出願
に限る理由はそれほど強くないと評価されたと思わ
れる。そして、「同じコンセプトにより同時期に創
作されたバリエーションの意匠の保護」という関連
意匠の制度趣旨は、平成18年改正においても維持さ
れており、平成18年の関連意匠制度の改正は、平成
10年改正の微調整というべきものである。
　なお、意匠権の存続期間が設定の登録の日から20
年に延長され保護が強化されたのに伴い、関連意匠
の意匠権の存続期間もその本意匠の意匠権の設定の
登録の日から20年となった（21条 2 項）。

ˎùûɹ ۀ࢈ࡁܦলʰઓུతσβイϯڀݚ༺׆ձใࠂॻɾʮσβイ
ϯ͸ブラϯυཱ֬΁のۙಓʯ（ڝ૪ྗڧԽに͚޲たû÷のఏ
ʯ）ɻ্޲のརศੑのݖɦ（ù÷÷ú೥）ʮʻùþʼҙঊ（ݴ

ˎùüɹh ஞ৚ղઆʤøÿ൛ʥɦ ø÷úøทʙø÷úùทɺh ಉʤùù൛ʥɦ øùÿùทɻ

2）出願時期緩和の期間設定
　デザイン戦略の機動化・多様化に対応するため、
関連意匠について同日出願に限らず、本意匠の出願
日後にされた関連意匠の意匠登録出願（関連意匠の
後日出願）を認めたのであるが、問題は、どの程度の
期間とするかであった。デザイン戦略に対応した保
護強化という観点からすれば、旧類似意匠制度のよ
うに本意匠の意匠権が存続する間いつでも関連意匠
の意匠登録を受けることができる制度も考えられる。
　関連意匠を後日出願できる期間については、次の
2 つの観点、すなわち、①長期にわたる関連意匠の
後日出願を認めると、関連意匠が出願されるまでの
期間中に、類似する他人の出願意匠や公知意匠が介
在して後日出願に係る関連意匠との間で抵触する可
能性が高まり、第三者の監視負担の増加や権利抵触
による紛争の増加が懸念されること、一方、②出願
人の便宜のためには、関連意匠出願に関する相応の
準備期間を付与する必要があることとの両観点を衡
量し、本意匠の公報発行日前までと決められた。
　なお、「第三者の監視負担や権利抵触による紛争」
等の問題は、前述のとおり、関連意匠制度において

はあまり懸念されないから、上記 2 つの観点に加え
るに、③関連意匠制度は同時期に創作されたバリ
エーション意匠を保護することが制度趣旨であり、
同時期の出願が原則となること、そして、④関連意
匠制度は、先願（意 9 条）の例外ではあっても、新
規性（意 3 条）の例外とはされていないことから、
後日出願の期間がこのように決められたと思われ
る＊26。
ˎùýɹ ौ୩ୡلʰ஌త࢈ࡒ๏ٛߨᶘʤୈ ù ൛ʥɦ（༗൹ֳ ù÷÷þ）

üĀüทɻ

3）秘密意匠の取扱い
　秘密意匠（意14条）に関しては、その意匠の内容
は、秘密にすることを請求した期間が経過した後に
はじめて意匠公報に掲載される（意20条 4 項）。秘
密意匠は一定期間公知とならないが、それを本意匠
とする関連意匠の後日出願の時期についても、通常
意匠と同時期である最初の公報（意匠の内容が掲載
されていない意匠公報）発行日前までとされた。し
たがって、関連意匠制度（意10条）は原則として先
願（意 9 条）の規定の例外であるが、本意匠の秘密
期間に出願された関連意匠出願は、平成18年意匠法
9 条 1 項の規定により拒絶されることになる。
　このように規定した理由は、当該秘密期間におい
てさらに関連意匠の出願をも許容した場合、通常意
匠以上に他人の出願意匠や公知意匠との間で権利関
係が抵触する可能性が懸念されたからであるが、そ
もそも、関連意匠制度の趣旨が「同時期に創作され
た」バリエーションの意匠の保護であることから、
あまりに長期にわたり出願を認めるべきではないと
されたものと思われる＊27。

ˎùþɹौ୩લ掲（ˎùý）üĀüทɻ

4）専用実施権の設定に関する取扱い
　本意匠と関連意匠の意匠権の重複部分は効力範囲
の過半にも及ぶから、その重複部分について二以上
の者に排他的権利が成立することを回避するため、
専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠
権について、同一の者に対して同時に設定する場合
に限り、設定することができると規定されている（27
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条 1 項ただし書）。平成18年改正で関連意匠の後日
出願を認めたが、そうすると、専用実施権を設定し
た後に関連意匠の登録がなされる可能性があると予
想されたことから、本意匠について専用実施権が設
定されているときは、その本意匠に係る関連意匠に
ついては、意匠登録を受けることができないと規定
された（10条 2 項）。

5）関連意匠相互の取扱い
　同じ本意匠に係る複数の関連意匠相互が類似する
場合について意匠登録を受けることができるか否か
は、平成18年意匠法10条 1 項の規定だけでは明確で
はない。10条 1 項では、本意匠とその関連意匠との
関係において、 9 条 1 項（異日出願）又は 2 項（同
日出願）の適用除外が規定されているだけである。
そのため、同じ本意匠に係る複数の関連意匠相互が
類似しているときに、当該関連意匠同士にも 9 条 1
項又は 2 項が適用されない旨を10条 4 項に規定し
た。平成10年改正において、既に 9 条 2 項（同日出
願）について同旨規定（平成10年意10条 3 項）があっ
たところ、平成18年改正で10条 1 項に 9 条 1 項（異
日出願）の適用除外が加えられたことに伴い、10条
4 項において 9 条 1 項を加えたものである。
　なお、平成10年改正前の類似意匠制度においては、
このような規定はなかったが、解釈で同様の運用を
していた。平成10年改正前意匠法では、「類似意匠
にのみ類似する」意匠については類似意匠の意匠登
録は受けることができないとだけ規定されていた

（平成10年改正前意10条 2 項）。だが、「類似意匠の
意匠権は、その類似意匠が類似する最先に意匠登録

（類似意匠の意匠登録を除く。）を受けた意匠（以下
「本意匠」という。）の意匠権と合体する。」（平成10
年改正前意22条）との規定があり、類似する自己の
登録意匠が複数あることが予定されていることか
ら、出願された類似意匠が本意匠に類似する場合は、
当該本意匠に係る他の類似意匠に類似していても、
類似意匠の意匠登録を受けることができると解され
ていた。

Ⅱ．令和元年改正関連意匠制度
1．令和元年改正の意義
　以上のように、「追加的にバリエーションを開発
する」創作実態を考慮し、また、関連意匠を「本意
匠出願時に準備することは困難」との指摘を受け、
平成18年一部改正により、本意匠の意匠公報の発行
日前まで関連意匠の出願ができるように改めたが、
さらに、「一貫したデザインコンセプトを用いるこ
とで独自の世界観」を築く傾向が加速し、「長期的
な市場動向等に応じて製品デザインを保護すること
ができないとの指摘」を受け、令和元年改正により、

「①関連意匠のみに類似する意匠の登録可能化、②
関連意匠の出願可能な期間の延長、③新規性要件、
創作非容易性要件及び先願の規定等の一部適用除外
化」が行われた＊28。
　なお、平成10年改正前の「類似意匠制度」も、モ
デル・チェンジ等のデザイン創作を保護するための
制度であり、また、上記のように類似意匠制度は、
明治32年意匠法から新規性喪失の例外として、「自
己の登録意匠と類似する」意匠を登録する制度で
あった。なお、類似意匠の意匠権の効力については
拡張か確認かの争いがあった。
　したがって、旧類似意匠制度と比較して、令和改
正の関連意匠制度の最も大きな相違点は、関連意匠
を本意匠とする関連意匠の連鎖的な登録を認めたこ
と（上記①関連意匠のみに類似する意匠の登録可能
化）にある思われる。そして、令和改正の関連意匠
制度を考える上で、最も重要なことは、平成10年改
正により部分意匠制度が導入されたことであり、さ
らに、平成31年（2019年） 5 月『意匠審査基準』改
訂によって、「全体意匠と部分意匠であっても先願
の規定の適用について判断する」＊29ことになり、部
分意匠と全体意匠とが関連意匠として登録を受ける
ことが認められた点である＊30。

ˎùÿɹ h ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿùทɺԼଜࢠܓʮྩ࿨ݩ೥のҙঊ๏
վਖ਼とҙঊ৹ࠪج४のվఆの֓ཁʯA*11* 7oM�ýü No�û
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ҙঊ੍౓ڀݚ

͸ɺകᖒमʮҙঊ๏の໰୊ݍ（úü）ʯ%ES*GN 13OTE$T 
No�øûù（ù÷ùû） ù ท参照ɻ

2．令和元年改正関連意匠の登録要件
1）登録要件の概要
　意匠法10条の規定によれば、関連意匠の登録につ
いては、通常の意匠登録要件に加えて、以下の要件
が必要である。すなわち、①本意匠と同一出願人で
あること（意10条 1 項）、②本意匠に類似する意匠
であること（意10条 1 項）、③本意匠の出願日以後
で本意匠の出願日から10年以内に出願されているこ
と（意10条 1 項）、及び、④本意匠に専用実施権が
設定されていないこと（意10条 6 項）である。改正
前の「関連意匠にのみ類似する意匠ではないこと」
という規定は無くなり、関連意匠にのみ類似する関
連意匠の登録が可能となった（意10条 4 項）。本意匠、
基礎意匠、関連意匠等の意味については［図1］を
参照されたい。

2）同一出願人
　関連意匠の本意匠は、「自己の意匠登録出願に係
る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の
意匠」である。したがって、関連意匠の意匠登録出
願人と本意匠の意匠登録出願人又は意匠権者とは同
一人でなければならない。
　創作者が相違しても、出願人が同一人であれば類
似する意匠について関連意匠として意匠登録を受け
られる。また、出願後に出願人変更等をして、設定
登録時において同一人の意匠となれば関連意匠とし
て意匠登録を受けることができる＊31。実際の創作

過程は別でも結果的に類似する意匠が創作されるこ
とがあり、「同じコンセプトにより創作されたバリ
エーションの意匠の保護」という関連意匠制度の趣
旨とはやや矛盾する扱いであるが、企業活動として
の効果的な意匠管理や「企業の意匠政策の保護」の
側面を重視したものといえよう＊32。

ˎúøɹh ४ʱᶛ෦（ú�ú�ø）ج ú ทɻ
ˎúùɹ田ଜલ掲（ˎøú）úþĀทɻ

3）本意匠に類似する意匠
　関連意匠とは、「本意匠に類似する意匠」である（意
10条 1 項）。したがって、関連意匠と本意匠とが「同
一」である場合は、関連意匠として意匠登録を受け
ることができない＊33。関連意匠制度の趣旨がバリ
エーション意匠を保護することに鑑みると、この場
合、本意匠と非類似でなければ、類似するか同一か
を厳密に判断する意義はなく、実質的に同一の意匠
であっても関連意匠の意匠登録を受けることに問題
はないとも思えるが、同一の意匠を関連意匠として
登録しないのは、出願人への注意喚起であり、無駄
な出願を是正するためと解される。
　次に、本意匠は「一の意匠」と規定されているか
ら、自己の類似する意匠が複数存在する場合が運用
上問題となる。また、「関連意匠にのみ類似する意
匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠に
のみ類似する意匠」も関連意匠の意匠登録を受ける
可能性があり（意10条 4 項）、自己の類似する意匠
が複数存在する場合が多くなることが予想される。
これについては、「第二関連意匠が、第一関連意匠
にのみ類似する場合に加えて、第一関連意匠の本意
匠とも類似する場合であっても、本項の規定の適用
を受けることができる」と解説されており＊34。こ
の解釈を踏まえて、「基礎意匠」とその「関連意匠」
の両者に類似する意匠はいずれを本意匠としても良
いことが、『意匠審査基準』において【事例 2 】【事
例 3 】で図示されている［図2］＊35。
　また、関連意匠を登録するためには本意匠の意匠
権が存続していることが必要であるが、関連意匠の設
定登録時において本意匠の意匠権が存続していれば

●図1　『意匠審査基準』Ⅴ部（3.1）2頁
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よく、関連意匠の登録後に本意匠の意匠権が消滅等
しても関連意匠の意匠権は存続できる（意21条 2 項）。

ˎúúɹh ४ʱᶛ෦（ú�ú�ù）ج ú ทɻ
ˎúûɹ h ྩ࿨ݩ೥๏཯վਖ਼（ྩ࿨ݩ೥๏཯ୈ ú ߸）ղઆॻ （ɦಛڐ

ி)1ɺҎԼʰྩ࿨ݩ೥վਖ਼ղઆʱとい͏ɻ）øøüทɻ
ˎúüɹh ४ʱᶛ෦（ú�ü）ج ý ทɻ

4）基礎意匠の出願から10年以内の出願
　登録可能な関連意匠の出願期間は「本意匠の意匠
登録出願の日から十年を経過する日前」までであり

（意10条 1 項）、連鎖する関連意匠については「関連
意匠に係る最初に選択した一の意匠」（基礎意匠）
の出願から10年間である（意10条 5 項）。その理由は、

「その直前のみなし本意匠の出願から10年間として
しまうと、関連意匠の連鎖によって一つの意匠群が
永続的に保護されることとなり，不適切である」た
めとされている＊36。産業構造審議会知的財産分科
会意匠制度小委員会報告書＊37は、10年間の期間に
ついては「企業のニーズ等も踏まえつつ」と述べる
に留まる＊38。
　なお、本意匠の権利消滅によって「パブリック・
ドメインとなった」部分を復活させないため、関連
意匠の設定登録時に本意匠の意匠権が存続している
ことが必要である＊39。また、上記のように、設定
登録時において同一人であることを要する。

ˎúýɹલ掲（ˎúû）h ྩ࿨ݩ೥վਖ਼ղઆʱøøüทɻ
ˎúþɹ h ௚しにͭいてʱݟΔҙঊ੍౓の͢ࢿԽにڧ૪ྗのڝۀ࢈

（ฏ੒úø೥ ù ݄ಛڐி)1） þ ทɻ
ˎúÿɹ ੨໦大໵ʮҙঊ๏վਖ਼をΊ͙Δॾ໰୊（ø）ʯ஌త࢈ࡒ๏੓

7oM�üü （ù÷ù÷）（ҎԼʮॾ໰୊（ø）ʯとい͏ɻ）ùúþڀݚֶࡦ
ท͸ɺؒظ͸ʮཧ࿦తな੍ݶͰ͸な͘ɺ੓ࡦతな੍ݶにա͗ʯ

ないとࢦఠ͢Δɻ
ˎúĀɹ લ掲（ˎúû）h ྩ࿨ݩ೥վਖ਼ղઆ øɦ÷Āทɺhஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ

øùÿúทɻ

5）	本意匠と同一又は類似の「自己の意匠」に関す
る新規性喪失の例外規定（意10条2項、8項）

ʢΞʣຊҙঊͱಉҰͷࣗݾͷҙঊ
　基礎意匠の出願後10年間にわたって関連意匠の登
録を可能とするために、関連意匠の出願時に、本意
匠等（関連意匠に類似する先行意匠）が意匠公報発
行や自己実施などにより公知となっていても、関連
意匠の出願が拒絶されないように、関連意匠につい
ての意匠法 3 条 1 項及び同条 2 項の適用について、
適用除外を設けた＊40。また、基礎意匠に係る関連
意匠については、意匠法10条 8 項に規定した＊41。
　なお、大正10年法以前も「自己の登録意匠のみに
類似するものは之を新規なるものと看倣す」（大正
10年意匠法 3 条 2 項）等と規定し、類似意匠につい
ては、その本意匠が公知となっていても新規性喪失
の例外として扱っていた。また、昭和34年法の類似
意匠制度は意匠法 9 条の例外とされるが、本意匠の
公報発行や実施後も、「自己の登録意匠にのみ」類
似する意匠は、類似意匠の登録が可能と解釈運用し
ており、明文規定はなかったが、新規性喪失の例外
としての側面を有していた。

ʢΠʣຊҙঊʹྨ͢ࣅΔࣗݾͷҙঊ
　令和元年改正の関連意匠制度の新たな特徴は、本
意匠と同一意匠のみならず、本意匠に類似する自己
の意匠についても、登録要件判断の基礎資料から除
外したことである。この除外範囲の拡大は、平成11
年改正により新規性喪失の例外の規定（意 4 条）に
ついて、公開意匠と出願意匠との同一性要件を廃し、
新規性喪失の例外規定の適用を受ける公開意匠を、
新規性・創作非容易性の判断の資料から除外するこ
ととし、「公表した意匠と相違する意匠を出願した
場合にも本条の適用を受ける」ことを可能とした、
新規性喪失の例外の規定改正＊42と平仄を合わせた
と思われる。

●図2　『意匠審査基準』Ⅴ部（3.5）6頁
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　この規定により、過去の類似意匠制度と比べて、
本意匠に類似する意匠（関連意匠）の登録可能性が格
段に高くなることが期待されている。だが、この「本
意匠に類似する自己の意匠」の範囲については、本
連載の前回に一部指摘したように、その認定に関し
種々の問題があるように思われる。この「自己の意
匠」の問題については本連載の次回以降に検討する。

ˎû÷ɹh ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿúทɻ
ˎûøɹ ੨໦લ掲（ˎúÿ）ʮॾ໰୊（ø）ʯùúüท͸ɺʮ৽たに৽ੑن૕

ࣦのྫ֎としてのଆ໘΋༗͢Δ͜ととなͬたʯとࢦఠ͢Δɻ
ˎûùɹh ஞ৚ղઆʤøý൛ʥɦ（ù÷÷ø）ÿÿúทɻ

6）関連意匠の登録における意匠法第3条の2の適
用除外（意10条3項）

　関連意匠が自己の秘密意匠出願の一部と類似する
場合、同一人についての意匠法 3 条の 2 の適用除外
を「意匠公報発行から秘密解除まで延長」するため、
本項に意匠法 3 条の 2 ただし書の「読替規定」を設
けた＊43。なお、問題となるのは、条文上は、本意
匠と「自己の秘密意匠出願の一部」との類似性を問
わない規定になっていることである。そのため、秘
密意匠の一部が本意匠と非類似であっても、「自己
の秘密意匠出願」に該当し、意匠法第 3 条の 2 の適
用除外の対象となることである＊44。
　しかし、本項の本来的な趣旨は，関連意匠が「自
己の秘密意匠出願の一部」と類似する場合、本意匠
とその「自己の秘密意匠出願の一部」が類似しても、
意匠法10条 1 項と 2 項の規定（新規性と創作非容易
性要件の除外規定）だけでは、本意匠と「自己の秘
密意匠出願の一部」の両者に類似する関連意匠が、

「先の意匠公報発行から秘密解除までの期間に関連
意匠が出願された場合は、三条の二ただし書が適用
されないため、当該関連意匠出願が三条の二の規定
により拒絶されること」を避けるためである＊45。
したがって、本来の趣旨から見ると、「自己の秘密
意匠出願の一部」が本意匠と類似するという条件が
明記されていないので、除外範囲が拡大され過ぎて
いると考えられる。「本来，立法論としては、 3 項
は上記の趣旨が及ぶ場面に限定して規定されるべき
であったと考えられ、また解釈論としても、同項に

ついては、あくまでその趣旨に沿う範囲で限定的に
解釈されるべき」との指摘もある＊46。
　意匠法10条 3 項は、本意匠（A）に類似する関連
意匠（B）の出願について、自己の先願意匠（C）
の一部（d）と類似しても関連意匠の意匠登録を受
けることができるようにするための規定である。す
なわち、3 項の規定がなくとも、関連意匠（B）が、
先願意匠（C）の出願から公報発行までの間の出願
であれば、意匠法 3 条の 2 ただし書きで「同一の者」
の意匠の一部（d）は除外されている。また、関連
意匠（B）が、先願意匠（C）の公報発行後の出願
であれば、その公報に記載された公知意匠のうち、
本意匠（A）と類似する「意匠の一部（d）」につい
ては、関連意匠（B）の登録要件判断資料から除外
される（意10条 2 項）。しかし、先願意匠（C）が
秘密意匠である場合、 3 項の規定がなければ、最初
の登録公報発行から秘密解除公報発行までの間は意
匠法 3 条の 2 の規定により関連意匠（B）は拒絶さ
れることとなる。したがって、関連意匠（B）が登
録できるように 3 項が設けられたのである。
　しかし、意匠法10条 3 項は意匠法 3 条の 2 のただ
し書きの期間を拡大し、秘密解除公報発行まで「同
一の者」の意匠の一部を除外すると規定したため、
本意匠（A）と類似する「意匠の一部（d）」のみな
らず、本意匠（A）に類似しない「自己の秘密意匠
の一部（x）」も除外されることとなっている。本
意匠に類似しない「自己の秘密意匠の一部（x）」が、
自己の関連意匠の出願の登録要件判断資料から除外
され、実質秘密期間 3 年の間は拒絶理由とならない。

『意匠審査基準』でも「先の意匠登録出願の出願人
と関連意匠の意匠登録出願の出願人とが同一の者で
ある場合は、審査官は、意匠法第 3 条の 2 において
規定する、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意
匠の保護除外の規定は適用しない」と規定し、「先
願意匠の一部」が本意匠と同一又は類似することを
条件としていない＊47。
　だが、関連意匠の登録要件の判断資料から除外さ
れる公知意匠は、本意匠と同一又は類似する意匠に
限定されている（意10条 2 項、 8 項）。また、意匠
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法 3 条の 2 の規定は、登録意匠においてすでに創作
されていた意匠の保護除外の規定（みなし公知の規
定）である。そして、意匠法10条 3 項は関連意匠が
拒絶されないための限定的規定であるから、意匠法
3 条の 2 ただし書きの期間拡大によって関連意匠の
登録要件の判断資料から除外される意匠も、本意匠
と同一又は類似する意匠に限定解釈されるべきと思
われる。

ˎûúɹ h ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿúทɺಉࢫʰྩ࿨ݩ೥վਖ਼ղઆʱ
øøúôøøûทɻ

ˎûûɹ ੨໦大໵ʮҙঊ๏վਖ਼Ұը૾σβイϯɾۭؒσβイϯのอ
๏ù÷øĀôù÷ù÷ɹ࢈ࡒҰʯ೥ใ஌త͔΄ॆ֦ޢ Ā ทの（஫üĀ）
͸ɺຊҙঊとඇྨࣅͰ͋Δʮࣗݾのൿີҙঊग़ئʯにͭい
て΋ɺʮ͜のΑ͏な༏۰͕ಉ߲のझ͔ࢫらೝΊらΕΔ΋の
Ͱ͋Δ͔͸໌ら͔Ͱ͸な͘ɺ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δʯとड़΂Δɻ

ˎûüɹh ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿúทɻ
ˎûýɹ੨໦લ掲（ˎúü）ʮॾ໰୊（ø）ʯùûøทɻ
ˎûþɹh ४ʱᶛ෦（ú�ý）ج þ ทɻ

7）関連意匠にのみ類似する意匠の登録（意10条
4項、5項）

　 4 項、 5 項は、「類似する意匠を連鎖的に保護す
べきとの指摘があったことから」改正された＊48。「関
連意匠にのみ類似する意匠」については、「本意匠
とは非類似であって、関連意匠にのみ類似する意匠」
であるとの解説がある＊49。この解説によれば、本
意匠（基礎意匠）に類似する意匠は、「関連意匠に
のみ類似する意匠」には含まれない。しかし、関連
意匠も本意匠とし連鎖的登録を認めるという本条の
趣旨及び類似範囲確認効果は副次的なものであるこ
とを考慮すると、上記のとおり、「基礎意匠」と「関
連意匠」の両者に類似する意匠は、いずれを本意匠
としても良いことになろう。
ˎûÿɹh ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿûทɻ
ˎûĀɹh ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿûทɻ

8）関連意匠についての専用実施権の設定（意10
条6項）（条文移動）

　本規定は、念のために規定された登録要件である。
本意匠について専用実施権が設定されているとき
は、その本意匠に係る関連意匠については、意匠登
録を受けることができない（意10条 6 項）。したがっ
て、専用実施権を設定している場合には、一度専用

実施権を消滅させ、関連意匠について意匠権の設定
登録を受けた後、必要があればもう一度、本意匠及
びすべての関連意匠の意匠権について、同時に専用
実施権の設定をしなければならない（意27条 1 項）。

9）関連意匠相互の取扱い（意10条7項、8項）
　基礎意匠（A）に係る関連意匠（BとC）が相互
に類似するときであっても、当該関連意匠同士にも
意匠法 9 条 1 項及び 2 項の規定が適用されない（意
10条 7 項）＊50。また、相互に類似する関連意匠（B
とC）と同一又は類似の自己の公知意匠は、それぞ
れの新規性及び創作非容易性の判断資料から除外さ
れる（意10条 8 項）＊51。なお、10条 7 項、8 項では、
基礎意匠に係る関連意匠とその基礎意匠との関係に
ついては規定がないが、上記の10条 4 項、 5 項にお
ける解釈（本意匠は基礎意匠、関連意匠のいずれで
もよいとの解釈）を踏まえると、同様に基礎意匠と
同一又は類似の自己の公知意匠も判断資料から除外
されると解される。
　すなわち、意匠法10条 7 項、 8 項の意匠法 9 条、
3 条の適用除外の規定は、基礎意匠に係る関連意匠
に関するものであるが、基礎意匠に関する規定では
ないから、基礎意匠にも類似する意匠は、基礎意匠
を本意匠としなければ、意匠法10条 1 項、 2 項の除
外規定を受けられないと解釈することも考えられ、
したがって、関連意匠を本意匠とすると、基礎意匠
との先願、新規性関係（意 9 条、 3 条 1 項）が解消
されず拒絶とする解釈も可能性がある＊52。しかし、
仮に条文の文言通りに解釈し、「基礎意匠」を除く
とすると、「基礎意匠」も「関連意匠」も同様に本
意匠となりうるとした令和元年改正の関連意匠制度
の趣旨に反することになる。上記の意匠法10条 4 項、
5 項についての解釈（本意匠は基礎意匠、関連意匠
のいずれでもよいとの解釈）もこの制度趣旨を考慮
したものと思われる。したがって、解釈として、意
匠法10条 7 項・ 8 項は、「基礎意匠」を含む規定と
解釈するのが妥当であろう。
　意匠法10条 8 項括弧書は、「出願中の関連意匠の
うち、放棄等によって最終的に登録されなかった意
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ҙঊ੍౓ڀݚ

匠と同一又は類似の意匠については除外することが
適切でなく」、また、「意匠登録された関連意匠のう
ち、既に意匠権が消滅した関連意匠と同一又は類似
の意匠についても除外してしまうと、一度パブリッ
ク・ドメインとなった意匠が復活することとなる」
との理由から、適用除外の対象から除く規定であ
る＊53。また、意匠法10条 8 項は、関連意匠につい
ての規定であり、基礎意匠は除外されているので、
この規定が基礎意匠にも及ぶかが問題となるが、こ
の点について、「基礎意匠」についても同様に扱う
運用基準とされている＊54。基礎意匠を除外するこ
とは、基礎意匠だけをパブリック・ドメインとする
ことから免除することになり公平でなく、制度の基
本的趣旨を考慮すると妥当な解釈である。

ˎü÷ɹh ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿüทɼh ྩ࿨ݩ೥վਖ਼ղઆʱøøĀทɻ
ˎüøɹh ྩ࿨ݩ೥վਖ਼ղઆʱøù÷ทɻ
ˎüùɹ ੨໦લ掲（ˎúÿ）ʮॾ໰୊（ø）ʯùúúท͸ɺʮຊҙঊ（ૅج

ҙঊ）Aと関࿈ҙঊBɺٴͼAに΋Bに΋ྨ͢ࣅΔɺ関࿈ҙ
ঊBをຊҙঊと͢Δ関࿈ҙঊ$͕͋ͬたと͢Δとɺ৚จ্ɺ
Aとの関܎Ͱ$͕ Ā ৚のద༻をड͚ないࢫ͸໌ら͔Ͱないʯ
としɼʮ֤نఆのจݴを੔߹తにཧղしΑ͏と͢Δとɺ͔
なΓ೉ّ͢ΔΑ͏にݟड͚らΕΔʯとड़΂Δɻ

ˎüúɹ h ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øùÿýทɺh ྩ࿨ݩ೥վਖ਼ղઆʱøù÷ทɻ
なおɺग़ئதのҙঊにͭいて͸ҙঊݖ෮׆の໰୊͸な͘ɺ
আ͘ཧ༝͕ෆ໌Ͱ͋Δɻ͕ͩɺʮئॻのʮຊҙঊのදࣔʯ
のཝにɺૅجҙঊຢ͸ૅجҙঊに܎Δ関࿈ҙঊ͕ຊҙঊと
してه載͞ΕておΓɺ͔ͭɺ৹ࠪ৹൑ຢ͸࠶৹においてج
ૅҙঊຢ͸ૅجҙঊに܎Δ関࿈ҙঊをຊҙঊと͢Δ関࿈ҙ
ঊͰ͋Δとの൑அ͕௨஌͞Εた΋のにݶΔʯとのӡ༻ج४
͕ࣔ͞ΕておΓ（h ४ʱᶛ෦（ú�þ�ú）ÿج ทôĀทの（஫ ø ））ɺ
ఆنॻ͖のހதの関࿈ҙঊにͭいてຊ߲ׅئ͸ɺग़্ࡍ࣮
͕ద༻͞ΕΔ৔໘͸΄とΜͲないとࢥΘΕΔɻ

ˎüûɹh ४ʱᶛ෦（ú�þ�ú）Āทの（஫ج ù ）ɻ

3．関連意匠の意匠権
1）意匠権の独立性
ʢΞʣಠࣗͷޮྗൣғ
　平成10年改正から「類似意匠の意匠権が本意匠の
意匠権と合体する」旨の規定は削除されている（意
22条）。したがって、本意匠が消滅しても関連意匠
は存続しうる。また、関連意匠の意匠権について特
別の規定は設けられてはいないが、「関連意匠の意
匠権」との概念があり（意21条等）、関連意匠の意
匠権の効力についても意匠法23条の規定が適用され
ると解される。

　関連意匠は、本意匠と同等の通常の意匠権として、
登録番号も本意匠とは別にして設定登録される。な
お、登録公報には、基礎意匠には関連意匠が、関連
意匠については基礎意匠及び連鎖する関連意匠が記
載される。そして、関連意匠の意匠権は、「独立性」
があるとともに、後述するような本意匠及び関連意
匠同士の間で「随伴性」もある＊55。

ˎüüɹ ͋ Δい͸ʮෟैੑʯ（ौ୩᫼لʰ஌త࢈ࡒ๏ٛߨᶘʦ ù ൛ʧɦ
üĀýท）ɻ

ʢΠʣଘଓؒظ
　関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の
意匠登録出願の日から25年をもって終了する（意21
条 2 項）。本意匠の意匠権の消滅と共に、類似意匠
の意匠権も消滅するとしていた類似意匠制度と大き
く異なる点である。関連意匠の意匠権は、本意匠の
意匠権が消滅しても、その基礎意匠の意匠登録出願
の日から25年を経過していなければ消滅しない。同
一のコンセプトにより創作されたバリエーションの
意匠であるが、「各々の意匠が同等の創作的価値を
有する」との認識から、本意匠の意匠権の消滅によっ
ても、関連意匠の保護は存続する。類似意匠の意匠
権は、本意匠の意匠権が無効となると、同時に無効
とされていたが、本意匠の意匠権が①登録料の不納
により消滅したとき、②無効にすべき審決が確定し
たとき、又は③放棄されたときでも、その関連意匠
の意匠権は存続する（意22条 2 項）。
　ただし、基礎意匠に係る関連意匠（連鎖する関連
意匠群）の意匠権は、分離して移転することができ
ない（意22条 2 項）。このような随伴性を規定した
理由は、基礎意匠（本意匠）と関連意匠は類似する
意匠であり、その意匠権の効力範囲は過半が重複す
るからである。
　なお、連鎖する関連意匠の意匠権が消滅した場合
に、消滅意匠に類似する残存意匠の意匠権が有効で
あるか否かの問題がある。すなわち、消滅意匠が残
存意匠の出願前に公知になっているものであれば、
残存意匠の意匠権侵害において、公知意匠の抗弁が
成り立つかが問題となる可能性がある。しかし、公
知意匠の抗弁は原則として消滅した意匠権に係る意
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匠と同一の範囲に限られると思われる。なお、公知
意匠の抗弁は、同一意匠の範囲に限定されると解す
べきとすれば、上記パブリックドメインの範囲につ
いても同一意匠に限定すべきとの解釈もあるかもし
れない。検討が必要な点と思われる。

ʢ΢ʣొ࿥ྉ
　関連意匠の意匠権が通常の意匠権と同様に独自の
効力範囲を有することになったことから、類似意匠
の登録料に関する特別の規定を削除し、関連意匠の
登録料は、通常の意匠登録の登録料と同様のものと
なった（意42条）。

ʢΤʣແޮཧ༝ͷݶఆ
　本意匠と類似することが関連意匠の登録要件であ
り（意10条 1 項）、拒絶理由である（意17条）。また、
意匠法10条 4 項（本意匠となる関連意匠に類似する
こと）も新たな拒絶理由として追加された。
　しかし、この意匠法10条第 1 項及び 4 項は無効理
由とならない（意48条）。関連意匠は、「創作の観点
からは同等の価値を有するもの」であり、本意匠に
類似しないとすれば、本来独立に登録されるべきも
のだからである。むしろ、関連意匠として意匠登録
を受けると、その権利期間が限定される等の制約が
あり、権利者にとっては不利益となるだけである。
意匠法10条 1 項と 4 項については、「本意匠と関連
意匠が類似していないという理由で意匠登録を無効
とするのは意匠権者にとって酷である」ことから無
効にすべき理由からはずしていると説明されてい
る＊56。この規定も、バリエーションの意匠を的確
に保護することが重要であり、本意匠と関連意匠と
が類似することを確認する効果は副次的であること
を示している＊57。
　これに対して、自己の登録意匠に類似する意匠に
ついて、関連意匠としてではなく、通常の意匠登録
を受けている場合は、重大な権利の重複が生じてい
るから、その意匠登録は無効とされる（意 9 条 1 項
若しくは 2 項）。また、意匠法10条 6 項も無効理由
となっている。

ˎüýɹh ஞ৚ղઆʤùù൛ʥɦ øúýúทɻ
ˎüþɹ なおɺྨࣅҙঊ੍౓において͸ɺฏ੒ø÷೥վਖ਼લҙঊ๏ø÷

৚ ø ߲のنఆҧ൓（ຊҙঊとྨࣅしない͜と）͕ɺྨࣅҙ
ঊのҙঊొ࿥のແޮཧ༝となͬていた（ҙûÿ৚ ø ߲ ø ߸）ɻ

2）権利の随伴性
ʢΞʣҠసͷ੍ݶ
　前記のように、関連意匠の意匠権は独立性が強い
が、存続期間の起算日は、その出願日からではなく、
基礎意匠の出願日を起算日とする随伴性がある。そ
れは、基礎意匠と連鎖する関連意匠の意匠権は、そ
の効力範囲の過半が重複する関係にあるから、権利
の重複部分について、権利期間の延長が生じないよ
うにするためである。
　そして、このような権利の重複が生じている意匠
権について、二以上の者に分かれて独占的権利（排
他的権利）が成立すべきではない。したがって、基
礎匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転す
ることができない（意22条 1 項）。分離移転を認め
ると、ダブルパテントの禁止の原則及び同一意匠権
者のもとでのみ権利の重複を認める関連意匠制度の
制度趣旨に反するからである。
　また、基礎意匠の意匠権が、期間満了の理由以外
で消滅した場合でもその関連意匠の意匠権は存続す
るが、その基礎意匠に係る関連意匠の意匠権も、分
離して移転することができない（意22条 2 項）。連
鎖する関連意匠相互が類似する場合があるし、その
類似の有無を再度判断することも現実的ではなく、
関連意匠グループの関連性を維持し、一度設定され
た権利関係の安定を図ることが妥当と思われる。

ʢΠʣઐ༻࣮ݖࢪͷઃఆͷ੍ݶ
　次に、専用実施権の設定の制限がある。上記と同
様の理由から、基礎意匠又は関連意匠の意匠権につ
いての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠
の意匠権について、同一の者に対して同時に設定す
る場合に限り、設定することができる（意27条 1 項
ただし書）。本意匠の意匠権が、存続期間の満了以
外の理由で消滅等した場合も同様である（意27条 3
項）。
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